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安
全
保
障
関
連
法
制
（
戦

争
法
）
に
は
医
療
関
係
者
の

戦
争
協
力
義
務
が
明
確
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
歯
科

医
師
も
例
外
で
は
な
い
。

　

安
保
法
制
の
一
つ
で
あ
る

「
改
正
武
力
攻
撃
事
態
法
」

で
は
、
集
団
的
自
衛
権
が
行

使
さ
れ
た
場
合
、「
指
定
公

共
機
関
」
は
米
軍
や
自
衛
隊

へ
の
協
力
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
。「
指
定
公
共
機

関
」
に
は
国
立
病
院
や
日
本

赤
十
字
な
ど
の
医
療
機
関
が

該
当
す
る
が
、
政
府
の
判
断

で
す
べ
て
の
医
療
機
関
・
医

療
関
係
者
に
同
法
を
適
用
す

る
こ
と
が
法
律
上
、
可
能
に

な
っ
て
い
る
。

　

自
衛
隊
法
１
０
３
条
で

は
、
有
事
の
際
に
「
公
用
令

書
」
で
医
療
関
係
者
を
徴
用

し
、
傷
病
兵
の
治
療
や
救
護

を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
「
医
療
制
度
研
究
会
」

の
本
田
宏
・
副
理
事
（
医

師
）
は
、「
は
じ
め
は
自
衛

隊
の
医
官
。
そ
れ
か
ら
防
衛

医
科
大
学
校
の
医
師
、
看
護

師
が
続
き
、
最
終
的
に
は
民

間
の
医
療
関
係
者
ま
で
『
徴

用
』
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
」

と
話
し
て
い
る
。

　

戦
争
は
傷
病
者
の
治
療
体

制
抜
き
に
は
進
め
ら
れ
な

い
。
海
外
で
の
戦
争
も
含

め
、
米
軍
や
自
衛
隊
の
要

請
、
戦
況
次
第
で
は
否
応
な

し
に
医
療
関
係
者
が
命
を
奪

う
戦
争
に
加
担
・
協
力
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

戦
地
に
お
け
る
医
療
は
負

傷
者
の
救
護
だ
け
で
は
な

く
、
治
癒
し
た
兵
士
を
戦
線

に
送
り
出
す
役
割
が
あ
る
。

命
を
守
る
医
療
関
係
者
の
仕

事
が
、
他
の
人
の
命
を
脅
か

す
仕
事
に
な
る
こ
と
を
肝
に

銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

先
の
大
戦
で
は
多
く
の
医

療
関
係
者
が
意
に
反
し
て
動

員
さ
れ
、
白
衣
を
〝
戦
争
の

血
〞
で
染
め
た
。
そ
の
過
ち

を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に

も
、
安
保
法
制
の
廃
止
が
強

く
求
め
ら
れ
る
。

 

（
つ
づ
く
）

歯
科
医
に
業
務
従
事
命
令
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大
震
災
と
原
発
事
故
か

ら
５
年
を
経
て
い
ま
な

お
、
福
島
県
全
体
で
約
10

万
人
が
避
難
生
活
を
強
い

ら
れ
て
い
る
。
事
故
は
収

束
せ
ず
、
被
害
は
拡
大
し

続
け
て
い
る
。
福
島
第
一

原
発
で
は
１
日
５
５
０
㌧

も
の
放
射
能
汚
染
水
が
つ

く
ら
れ
、
原
子
炉
の
状
態

は
い
ま
も
不
明
だ
。

　

帰
還
で
き
る
状
況
で
は

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

安
倍
政
権
と
東
電
は
避
難

指
示
を
順
次
解
除
す
る
方

針
を
示
し
、
賠
償
も
打
ち

切
る
「
福
島
県
民
切
り
捨

て
」を
進
め
る
。原
発
被
災

者
へ
の
冷
酷
な
姿
勢
は
、

原
発
再
稼
働

と
原
発
輸
出

を
推
進
す
る

「
原
発
固
執

政
治
」
と
表
裏
一
体
だ
。

　

大
津
地
裁
は
９
日
、
過

酷
事
故
対
策
な
ど
で
危
惧

す
べ
き
点
が
あ
り
、
安
全

性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い

と
し
て
、
関
西
電
力
高
浜

原
発
３
、
４
号
機
の
運
転

差
し
止
め
を
命
じ
る
仮
処

分
を
決
定
し
た
。
昨
年
の

福
井
地
裁
判
決
と
同
様
、

原
発
へ
の
国
民
の
不
安
を

代
弁
し
た
も
の
だ
。
安
倍

首
相
は
「
規
制
委
が
規
制

基
準
に
『
適
合
』
す
る
と

判
断
し
た
原
発
を
再
稼
働

は
再
稼
働
を
「
進
め
る
べ

き
だ
」
と
答
え
た
の
は
26

％
、「
進
め
る
べ
き
で
な

い
」
が
60
％
だ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
原
発
は
他

の
科
学
技
術
と
異
な
る
危

険
性
を
持
っ
て
い
る
。
一

口
が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
。
大

津
地
裁
の
決
定
は
、「
発

電
の
効
率
性
を
も
っ
て
、

こ
れ
ら
の
甚
大
な
災
禍
と

引
換
え
に
す
べ
き
事
情
は

な
い
」
と
断
じ
た
。

　

政
府
が
原
発
に
固
執
す

処
理
工
場
に
貯
蔵
さ
れ
て

い
る
「
使
用
済
み
核
燃

料
」
は
、
原
発
が
再
稼
働

し
た
場
合
、
数
年
で
満
杯

に
な
る
見
通
し
だ
。
行
き

場
の
な
い
「
核
の
ゴ
ミ
」

は
、
原
発
の
技
術
が
い
か

に
未
完
成
で
危
険
な
も
の

で
あ
る
か
を
証
明
し
て
余

り
あ
る
。

　

官
邸
前
の
「
再
稼
働
反

対
」「
原
発
ゼ
ロ
」
を
求

め
る
抗
議
は
続
く
。
Ｎ
Ｏ

　

Ｎ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
Ｓ　

Ｄ
Ａ
Ｙ

原
発
の
な
い
未
来
へ
―
。

協
会
は
い
の
ち
と
健
康
を

脅
か
す
原
発
の
再
稼
働
に

断
固
反
対
し
、
原
発
ゼ
ロ

の
日
本
を
求
め
る
。

度
、
放
射
性
物
質
が
外
部

に
流
出
す
れ
ば
、
人
類
は

そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
ず
、
被
害
の
拡
大
を
止

め
ら
れ
な
い
。

　

原
発
に
近
い
大
熊
、
双

葉
、
富
岡
、
浪
江
の
４
町

は
昨
年
の
国
勢
調
査
で
人

る
一
方
で
、
日
本
社
会
は

「
原
発
ゼ
ロ
」
で
も
や
っ

て
い
け
る
こ
と
を
こ
の
５

年
間
で
証
明
し
た
。
原
発

は
莫
大
な
「
核
の
ゴ
ミ
」

を
生
み
出
す
根
本
的
な
欠

陥
を
抱
え
た
シ
ス
テ
ム

だ
。
各
原
発
と
六
ケ
所
再

さ
せ
る
方
針
に
変
わ
り
は

な
い
」
と
発
言
、
司
法
判

断
を
軽
視
し
原
発
再
稼
働

に
固
執
す
る
。

　

３
・
11
を
経
て
、
原
発

の
安
全
神
話
の
崩
壊
は
明

ら
か
だ
。
日
経
新
聞
の
世

論
調
査
（
２
月
26
日
）
で

福
島
を
切
る
原
発
固
執
政
治
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て
、
そ
の
廃
止
を
求
め
る

「
２
０
０
０
万
署
名
」
も
可

能
な
限
り
広
げ
る
。

　

安
保
法
制
を
め
ぐ
っ
て

は
、
野
党
５
党
が
、「
平
和

安
全
法
制
整
備
法
廃
止
法

案
」
と
「
国
際
平
和
支
援
法

廃
止
法
案
」
を
衆
院
に
共
同

提
出
、
参
院
選
や
４
月
の
衆

院
補
選
な
ど
国
政
選
挙
で
の

選
挙
協
力
を
進
め
る
こ
と
で

合
意
し
て
お
り
、
安
保
法
制

廃
止
を
求
め
る
動
き
が
広
が

っ
て
い
る
。

　

会
務
運
営
で
は
、
２
０
１

５
年
度
補
正
予
算
、
２
０
１

６
年
度
４
・
５
月
暫
定
予
算

を
承
認
し
た
。
５
月
21
日
に

開
く
第
52
回
評
議
員
会
に
提

案
す
る
２
０
１
６
年
度
予
算

案
は
、
決
算
処
理
を
経
て
５

月
の
理
事
会
で
決
定
す
る
。

い
る
。
協
会
の
受
診
実
態
調

査
で
も
経
済
的
理
由
に
よ
る

受
診
の
手
控
え
、
治
療
の
中

断
が
増
え
て
お
り
、
新
た
な

患
者
負
担
が
加
わ
る
と
病
気

の
重
症
化
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

こ
の
問
題
を
７
月
の
参
院

選
挙
の
争
点
に
押
し
上
げ
、

社
会
保
障
抑
制
の
流
れ
を
変

え
て
い
く
た
め
に
「
新
た
な

患
者
負
担
増
ス
ト
ッ
プ
」
署

名
に
取
り
組
む
。

　

ま
た
、
選
挙
の
最
大
の
争

点
と
な
る
安
保
法
制
に
つ
い

が
一
部
反
映
し
、
改
定
率
は

本
体
プ
ラ
ス
０
・
61
％
と
微

増
と
な
っ
た
が
、
社
会
保
障

費
の
伸
び
を
３
年
間
で
１
・

５
兆
円
に
圧
縮
す
る
こ
と
を

目
指
す
「
骨
太
の
方
針
２
０

１
５
」
や
、
経
済
財
政
諮
問

会
議
が
進
め
る
医
療
・
社
会

保
障
費
抑
制
政
策
が
今
回
の

改
定
内
容
も
含
ま
れ
て
い

る
。

　

75
歳
以
上
の
窓
口
負
担
を

１
割
か
ら
２
割
に
引
き
上
げ

る
こ
と
や「
か
か
り
つ
け
医
」

以
外
の
受
診
で
定
額
負
担
を

上
乗
せ
す
る
な
ど
、
新
た
な

患
者
窓
口
負
担
の
引
き
上
げ

や
給
付
の
抑
制
が
狙
わ
れ
て

　

協
会
は
第
12
回
理
事
会
を

12
日
に
開
き
、
３
月
21
日
の

中
央
説
明
会
、
３
月
24
日
か

ら
９
会
場
で
開
く
地
区
説
明

会
の
準
備
、
説
明
会
を
通
じ

て
「
新
た
な
患
者
負
担
増
ス

ト
ッ
プ
署
名
」「
戦
争
法
廃

止
２
０
０
０
万
署
名
」
を
広

げ
る
こ
と
な
ど
の
運
動
対

策
、
５
月
21
日
の
第
52
回
評

議
員
会
準
備
な
ど
に
つ
い
て

協
議
し
た
。

　

「
新
た
な
患
者
負
担
増
ス

ト
ッ
プ
署
名
」
は
、
３
月
15

日
付
機
関
紙
と
一
緒
に
会
員

に
届
け
、
協
力
を
お
願
い
す

る
。
今
次
診
療
報
酬
改
定
で

は
、
協
会
・
保
団
連
の
要
求

知
事
が
10
年
10
月
に
公
表
し

た
「
財
政
構
造
改
革
プ
ラ
ン

（
案
）」
を
受
け
、
府
・
市

・
町
村
が
共
同
で
設
置
。
福

祉
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象

者
や
一
部
負
担
金
な
ど
に
つ

い
て
、
患
者
負
担
増
を
基
本

に
検
討
し
て
い
る
。

で
助
成
対
象
だ
っ
た
65
歳
以

上
の
▽
精
神
障
害
者
１
級
以

外
の
精
神
病
患
者
▽
重
度
以

外
の
難
病
患
者
▽
結
核
患
者

―
―
を
制
度
か
ら
除
外
す

る
。

　

ま
た
、
障
が
い
者
医
療
と

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
の
所
得

制
限
の
見
直
し
を
議
論
。
老

齢
福
祉
年
金
（
単
身
世
帯
で

所
得
１
５
９
万
円
）
や
所
得

税
非
課
税
世
帯
な
ど
、
現
行

よ
り
厳
し
い
所
得
基
準
を
選

択
肢
と
し
て
示
し
、
対
象
者

の
削
減
を
検
討
し
て
い
る
。

　

対
象
者
拡
充
の
財
源
（
年

間
20
億
〜
30
億
円
）
で
は
、

府
の
負
担
は
明
記
せ
ず
、
大

幅
な
患
者
負
担
増
で
調
達
す

る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
府

は
８
月
頃
に
見
直
し
案
を
確

定
し
、
２
０
１
７
年
度
予
算

で
具
体
化
す
る
方
針
。
早
け

れ
ば
17
年
11
月
に
も
実
施
さ

れ
る
。

　

同
研
究
会
は
橋
下
徹
前
府

担
―
―
の
３
案
を
提
示
。
現

行
制
度
で
は
院
外
薬
局
で
の

負
担
は
無
い
が
、
見
直
し
案

で
は
有
料
化
す
る
こ
と
を
検

討
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
１

カ
月
の
負
担
上
限
額
を
２
０

０
０
〜
９
０
０
０
円
で
試
算

し
て
お
り
、
現
行
制
度
（
１

医
療
機
関
の
負
担
上
限
１
０

０
０
円
）
か
ら
大
幅
に
引
き

上
げ
る
見
込
み
だ
。

　

対
象
者
の
見
直
し
案
で

は
、
老
人
医
療
と
障
害
者
医

療
を
「
重
度
障
が
い
者
医

療
」
に
統
合
。
▽
精
神
障
害

者
１
級
▽
重
度
難
病
患
者
▽

Ｄ
Ｖ
被
害
者
―
―
を
新
た
に

対
象
に
加
え
、
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
が
行
う
訪
問
看

護
に
も
医
療
費
を
助
成
す

る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ま

　

報
告
書
で
は
、
一
部
負
担

金
に
つ
い
て
、
①
現
行
の
１

回
５
０
０
円
を
維
持
②
８
０

０
円
に
引
き
上
げ
③
１
割
負

　

大
阪
府
と
市
町
村
の
代
表
で
つ
く
る
「
福
祉
医
療
費
助

成
制
度
に
関
す
る
研
究
会
」
は
、
乳
幼
児
・
老
人
・
障
害

者
・
ひ
と
り
親
家
庭
に
医
療
費
を
助
成
す
る
同
制
度
の
見

直
し
案
の
報
告
書
を
２
月
に
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
た
。
助
成
対
象
を
精
神
障
害
者
や
難
病
患
者
に
広
げ
る

一
方
、
一
部
負
担
金
や
月
額
上
限
の
引
き
上
げ
な
ど
の
大

幅
な
患
者
負
担
増
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

第12回
理事会

大阪府

患
者
負
担
増
ス
ト
ッ
プ
へ

福
祉
医
療
改
悪
を
検
討

点
数
説
明
会
、署
名
推
進
を
協
議

一
部
負
担
金
の
引
き
上
げ
な
ど

自衛隊法に基づく
業務従事命令の対象

医療関係医療関係

建設・交通関係建設・交通関係

医師、歯科医師、薬剤師、看護
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診療放射線技師

建設業者、鉄道事業（JRを除
く）、自動車運送事業者、船舶
運航事業者、港湾運送事業者、
本邦航空運送事業者
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一部負担金と月額上限額
を見直した場合の影響額

※大阪府資料から作成。影響額は①院外薬局の有料化②１医療
　機関月額上限（1000円）の撤廃――をした場合で試算している
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（億）

（月額上限）

一部負担金
■　500円
■　一 割
■　800円

5000円 9000円


